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民
法
改
正
後
の
成
人
式
に
つ
い
て

　
令
和
４
年
４
月
１
日
に
民
法
の
定
め
る

成
年
年
齢
が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
市
で
は
下
記
の
と
お
り
成
人

式
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
い
が

３
月
号
も
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
令
和
６
年
以
降
に
行
う
成
人
式
は
、

毎
年
５
月
４
日
午
後
１
時
か
ら
開
催
し

ま
す
。

令
和
４
年
成
人
式
実
行
委
員
募
集

　
令
和
４
年
１
月
９
日
㈰
午
後
１
時
か
ら

行
う
成
人
式
の
実
行
委
員
を
募
集
し
ま

す
。
グ
ル
ー
プ
で
の
応
募
も
で
き
ま
す
。

一
生
に
一
度
の
成
人
式
を
自
分
た
ち
で
作

り
ま
せ
ん
か
。

　
実
行
委
員
は
各
中
学
校
区
で
月
１
回
程

度
の
会
議
を
行
い
、
成
人
式
の
企
画
、
準

備
、
成
人
式
前
日
・
当
日
の
運
営
協
力
な

ど
を
行
い
ま
す
。

　
ご
家
族
な
ど
で
成
人
を
迎
え
る
人
が
い

れ
ば
、
ぜ
ひ
勧
め
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

　
令
和
４
年
に
成
人
式
を
迎
え
る
人
（
平

成
13
年
４
月
２
日
〜
平
成
14
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人
）
で
、
崇
広
中
学
校
区
、
緑

ケ
丘
中
学
校
区
、
上
野
南
中
学
校
区
、
城

東
中
学
校
区
、
柘
植
・
霊
峰
中
学
校
区
、

阿
山
中
学
校
区
、
島
ヶ
原
中
学
校
区
、
大

山
田
中
学
校
区
、
青
山
中
学
校
区
の
９
カ

所
の
う
ち
、
卒
業
し
た
学
校
区
も
し
く
は

現
住
所
地
の
学
校
区
の
実
行
委
員
会
に
参

加
で
き
る
人

【
活
動
期
間
】

　
８
月
頃
〜
成
人
式
当
日

【
定　
員
】　
各
校
区
３
〜
５
人

【
申
込
方
法
】

　
希
望
の
中
学
校
区
・
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
電
話
番
号
を
申
込
先
ま
で
。

【
申
込
期
限
】　
６
月
30
日
㈬
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対象年齢 と　き ところ

20 歳（平成 14年４月２日～
平成 15年４月１日生まれの人）

令和５年１月８日㈰
午後１時～（受付：午後 0時 30分）

各中学校区で
実施

19歳（平成 15年４月２日～
平成 16年４月１日生まれの人）

令和５年３月 19日㈰
午後１時～（受付：午後 0時 30分）

各中学校区で
実施

18歳（平成 16年４月２日～
平成 17年４月１日生まれの人）

令和５年５月４日（木・祝）
午後１時～（受付：午後 0時 30分） １会場で実施

◆成人式の日程

安心して医療が受けられるように

国民健康保険税の税率などが変わります

【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26-0151　 hoken@city.iga.lg.jp

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。
　近年、伊賀市の国民健康保険は医療費の増加などから大幅な赤字が続いているため、保険税を段階的に改定しま
す。国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況をご理解いただき、ご協力をお願いします。なお、所得が一定額以下
の世帯には、保険税を軽減する制度があります。

※課税限度額とは、１世帯における国民健康保険税の上限額のことです。

税率区分 令和２年度 令和３年度
改　定　後

全被保険者

医療分
（課税限度額 63万円）

所得割 7.03％ 7.08％

均等割 23,900 円 26,600 円

平等割 22,000 円 22,000 円

後期高齢者支援金分
（課税限度額 19万円）

所得割 1.78％ 2.07％

均等割 6,100 円 7,800 円

平等割 5,700 円 6,200 円

40歳以上 65歳未満 介護納付金分
（課税限度額 17万円）

所得割 1.70％ 1.97％

均等割 7,700 円 9,700 円

平等割 4,500 円 5,200 円

【国民健康保険税の内訳】

【算出方法】
　｢医療分｣､ ｢後期高齢者支援金分｣､ ｢介護納付金分｣ について、
それぞれ次の①～③を合計して算出します。
①所得割額…加入者の所得に応じて算出されます。　
　◎課税所得金額（前年中の総所得金額等－基礎控除額＊）×税率
　＊前年所得額に応じて段階的に控除（最高 43万円）
②均等割額…加入者１人につき均等割額が加算されます。
　◎加入者数×均等割額
③平等割額…１世帯につき平等割額が加算されます。
　◎１世帯×平等割額

医療費の支払い
に使用する財源

後期高齢者医療制度
を支える財源

介護保険制度
を支える財源

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 国民健康保険税+ + =
加入者全員 加入者全員 40歳以上 65歳未満
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